
令和 7年 8月 27日

情 報 政 策 課

市役所から送付する郵便物の住所等の取扱いについて

令和 3年 9月 |こ『地方公共団体情報システムの標準化に関する法律』(以下

「標準化法」)が施行され、住民票の作成や税の賦課・徴収などを行う情報シ

ステムを、国の示す標準仕様に合わせた標準化システムに移行することが義

務付けられました。

1口 「住所」の取扱いについて

大分市では、一部の地域において、住民基本台帳法に定められた F公称住所」

とは別に 多通称住所 (町名)重 が存在します。

(例 )【公称住所】大字三芳●●●番地の■ → 【通称住所】椎迫●組の■A

標準化に伴い、以下のとおり、住所の取扱いが変わる場合があります。

※「通称住所」はこれまでどおり使えます。該当地域については、別紙資料を
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これにより、令和 8年 1月以降、

市からの送付物や証明書などに用いる、

「住所」 や 「文字」 の取扱いの一部が変わります。

劃■

1

■臓議回劉■

送付物の宛先
送付先に「通称住所」を記載して 送付先に「公称住所』奄記載す

いる。 るも(~部を除く)

2 証明書の記載
「公称住所」または「通称住所」

を記載している。

F公称住所」のみた記載する。

(一部を除く)

※住民票は備考欄:こ「通称住所」

を記載する。

自治委員の皆さんへの送付物の一部 (住民基本情報 0住民世帯票)は、

「公称住所」 と F通称住所」を併記します。

ご覧ください。
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